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日本脳炎に関する小委員会中間報告（概要）  

1．経緯   

日本脳炎の予防接種については、平成17年にマウス脳による製法の日本脳炎ワク   
チン接種後に重症な健康被害を発生した事例があったことから、平成17年5月、   
厚生労働省は自治体に対し、積極的な勧奨を差し控えるよう求めた。  

平成21年2月に新規の乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが薬事承認を受けたこと   

から同年3月に「予防接種に関する検討会（厚生労働省健康局長私的検討会）」が開   

催され、当該ワクチンを定期の第1期予防接種に使用できるワクチンヘ位置付ける   
ことが必要等とした「日本脳炎の予防接種の進め方に関する提言」（以下、「提言」）   
がとりまとめられている。  

「提言」において、「今後、下記の項目について、検討を行うこと」とされている   
ことから、日本脳炎に関する小委員会において検討を行った。  

① 予防接種の積極的な勧奨の取扱い  

② 予防接種の積極的な勧奨を差し控えたことにより接種機会を逃した者に対する対応  

③ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを定期の第2期の予防接種として用いた場合の有効  

性・安全性等についての知見の集積  

2．検討の結果  

小委員会としては、平成22年度の接種シーズンに向けた日本脳炎の予防接種の   
進め方について、以下のような中間報告をとりまとめた。   

（1）第1期の定期予防接種については、予防接種実施要領に定める標準的な接種期間   
に該当する者※1） に対して積極的な勧奨を行うこと。  

※1）関係法令等に基づく日本脳炎の定期接種の対象者と接種スケジュール  

第1期 （3回）  

初回接種（2回）：生後6ケ月以上90ケ月未満  
追加接種（1回）：初回接種後おおむね1年後  
第2期 （1回）：9歳以上13歳未満  

（標準として3歳）  

（標準として4歳）  

（標準として9歳）  

（2）現時点では、平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した者へ   
の対応するために十分なワクチンの量が確保されているといえない状況にあると考   

える。従って、平成22年度の接種状況やワクチン供給状況等を勘案しつつ、第2   
期におけるワクチンの使用の可否が明確になった時点で改めて議論を行うこと。   

なお、平成22年度の接種シーズンにあたり、接種機会を逃した者に対して、約  
180万本程度※のワクチンが使用可能と推定されることから以下のような対応を   

行うことについて検討すべきであること。  （※平成21年12月末現在）   



ア）国は引き続き平成22年度の接種状況について迅速に把握するよう努めること。  

イ）日本脳炎に羅患するリスクの高い地域等に関する情報や平成22年度の接種シーズン   

においては予定されているワクチン供給量では接種機会を逃した者に対して十分な接種   

の機会の提供は困難であること等について、国民に対し情報提供を行うこと。   

ウ）市町村においては、保護者からの希望があった場合に、接種の機会確保するよう努め   
ること。また、国は接種の機会を逃した者のうち、平成22年度に9～12歳となる者   
に対しても、接種の機会を提供できるよう、省令や通知による対応について検討するこ   
と。  

（3）第2期の予防接種については、安全性・有効性のデータの集積結果を踏まえて、   
速やかに検討を行うこと。  
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日本脳炎に関する小委員会中間報告  

1．はじめに  

日本脳炎については、その発生及びまん延を防止することを目的として昭和51年に予   

防接種法に位置付けられ、平成6年より定期の予防接種として行われているが、平成17  

・年にマウス脳による製法の日本脳炎ワクチンを接種した後に重症ADEM（急性散在性脳   

脊髄炎）を発生した事例があったことから、より慎重を期するため、同年5月30日健康局   

結核感染症課長通知により接種の積極的な勧奨の差し控えが求められた。ただし、一律   

的な接種の勧奨は差し控えられていたものの、感染のリスクの高い者であって予防接種を   

希望するものに対しては、適切に接種の機会が確保されるよう指導も行われていた。   

（参考）関係法令等に基づく日本脳炎の定期の予防接種の対象者及び接種スケジュール  

第1期（3回）  

t 初回接種（2回）：生後6カ月以上90カ月未満（標準として3歳）  

・追加接種（1回）：初回接種後おおむね1年後（標準として4歳）  

第2期（1回）  

・9歳以上13歳未満の者（標準として9歳）   

日本脳炎ワクチンの予防接種の進め方については、平成20年7月25日から厚生労働  

省健康局長の私的検討会である「予防接種に関する検討会」（座長：加藤達夫国立成育  

医療センター総長）において検討が行われていたが、平成21年2月23日に、組織培養  

法による日本脳炎ワクチン（乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（商品名：ジエーピック∨））が  

薬事法に基づく承認を受けたことから、同年3月19日に、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ  

ンを速やかに定期の第1期の予防接種（以下「第1期」という。）に使用できるワクチンとして  

位置付けることが必要であるとした、「日本脳炎の予防接種の進め方に関する提言」（以  

下「提言」という。）がまとめられた。  

（参考）「日本脳炎の予防接種の進め方に関する提言」の概要   

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンについては、速やかに定期の第1期の予防接種として使用可能なワクチンへ  

の位置付けが必要であるものの、今夏※までの供給予定量が定期接種対象者全員の必要量に満たないこと等  

から、積極的に勧奨する段階に至っていないと考える。今後、検討を進め、併せて定期接種を円滑に行うための  

体制整備を図ることが必要。（平成21年度）  

定期の第2期の予防接種については、薬事法に基づく承認に際して、有効性及び安全性は確立していない（使  

用経験が少ない）とされていることから、現時点では、細胞培養ワクチンは定期の第2期の予防接種で使用する  

ワクチンに位置づけることは困難である。  

接種機会を逃Lた者に対して引き続き、経過措置について検討することが必要である。  

「提言」を受け、平成21年6月2日付けで予防接種実施規則及び関連通知等の改正  
が行われ、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが第1期に使用できるワクチンとして位置付け  

られた。また、厚生労働科学研究において、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの第2期以  

降の追加免疫の安全性及び有効性等について、研究班（「ワクチン戦略による麻疹および  
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先天性風疹症候群の排除、およびワクチンで予防可能疾患の疫学並びにワクチンの有用   

性に関する基礎的臨床的研究に関する研究」：代表研究者：岡部信彦）により、研究が行   
われている。  

平成21年12月25日に、厚生科学審議会感染症分科会に予防接種部会が設置され   

たことを契機として、今後の日本脳炎の定期の予防接種の円滑な実施に向けた検討を行   

うため、同部会の下に本小委員会が設置され、「提言」において今後検討することとされて   

いる下記の項目について、検討を行うこととされた。（別添資料1，2）  

「提言」において、主として検討することとされた項目  

① 予防接種の積極的な勧奨の取扱い  

② 予防接種の積極的な勧奨を差し控えたことにより接種機会を逃した者に対する対応  

③乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを定期の第2期の予防接種として用いた場合の有効   

性・安全性等についての知見の集積  

本小委員会においては、3回にわたり、今後の日本脳炎の予防接種の進め方について   

議論を行ったところであり、平成22年度接種シーズンに向けての日本脳炎の予防接種の   

進め方について、一定の結論を得たので、本中間報告をとりまとめ、部会に報告する。  

2．今後の日本脳炎の予防接種の進め方について  

（1）予防接種の積極的な勧奨の取扱いについて  

「提言」においては、「今夏（平成21年）までの供給予定量を勘案すると定期接種対象者   

全員の必要量に満たないこと等、現段階においては積極的に勧奨する段階には至ってい   

ないと考える」とされており、これを受け、平成21年度においても予防接種の積極的な勧   

奨の差し控えが継続されている。  

平成21年度における日本脳炎ワクチンの接種状況、副反応報告の状況及び供給量は、  

別添資料3のとおりである。  

平成21年度における乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの供給実績及び副反応報告の状  

況等を勘案すると、第1期について、予防接種の積極的な勧奨を行う段階に至ったものと  

考えられる。その際に、予防接種の積極的な勧奨を行う対象者は、定期（一類疾病）の予  

防接種実施要領（平成17年1月27日付健康局長通知「定期の予防接種の実施につい  

て」別紙）において示されている標準的な接種期間※に該当する者（平成22年度において  

は3歳に対する初回接種）とすることが妥当と考えられる。  

（※）イ定期（一類疾病）の予防接種実施要領」より当該部分抜粋   

第1期の予防接種は、初回接種については3歳に達した暗から4歳に達するまでの期間を標準的な接種   

期間として、6日から28日までの間隔を置いて2回行う。追加接種については、4歳に達した暗から5歳に達   

するまでの期間を標準的な接種期間として1回行うこと。  
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定期の第2期の予防接種（以下、「第2期」という。）の積極的な勧奨については、乾燥細  

胞培養日本脳炎ワクチンを第2期に用いた場合の有効性・安全性等についての知見の集  

積の後、速やかに検討する。  

（2）平成17年の予防接種の積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した者への対   

応について  

平成17年の予防接種の積極的な勧奨の差し控えが行われた当時に、予防接種法施行  

令で定められている接種対象年齢であった児のうち、第1期における3回の接種を終了し  

ていない者に対して、接種の機会を提供することが必要と考えられ、これらの者に対し、日  

本脳炎ウイルスに対する基礎的な免疫を付与するためには3回の接種が必要と考えられ  

ることから、接種間隔に関する根拠は限られているものの、不足している回数についての接  

種の機会を設けることが妥当であると考えられる。  

上記の者に対して乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの供給予定量等を踏まえ、どのような  

対応を進めるべきかを検討した結果（別添資料4、5）、平成22年度のワクチン供給を勘  

案すると、平成17年の予防接種の積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した者  

のうち、特定の1年齢に対して予防接種の積極的な勧奨を行うための十分なワクチンの量  

が確保されているとはいえない状況にあると考えられる。さらに、乾燥細胞培養日本脳炎ワ  

クチンが第2期として使用することとなった場合には、ワクチンの供給量が増加しないかぎり、  

接種の機会を逃した者への対応は、より困難になると考えられる。   

以上より、現段階においては、第1期の標準的な接種期間に該当する者に対する予防  

接種が確実に行われるようにすべきであり、平成17年の予防接種の積極的な勧奨の差し  

控えにより接種の機会を逃した者への対応については、平成22年度の予防接種シーズン  

における日本脳炎ワクチンの接種状況及び供給状況等を勘案しつつ、第2期の予防接種  

としての乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの使用の可否が明確になった時点で、第2期の  

接種の機会の確保と第1期における3回の接種の機会の確保のどちらを優先するべきかも  

含めて、速やかに議論を行うことが必要である。  

（3）今後、必要と考えられる対応について  

平成22年度の予定出荷量510万本のうち、接種シーズン前まで（7月末まで）の供給予  

定量が約204万本、前年度の在庫量が約190万本※であることから、平成22年度接種シ  

ーズンにあたり、約400万本が使用可能であると仮定すると、接種の機会を逃した者に対  

して使用可能な日本脳炎ワクチンは、標準期間に該当する者への接種量約220万本を  

除いた約180万本程度と推定されることから、以下のような対応を行うことについて検討す  

べきである。（※平成21年12月末現在）  
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1）国は、「日本脳炎に係る定期の予防接種音数の把握について（依頼）」（平成21年6   

月2日付け結核感染症課長通知）に基づき、医療機関に対して、引き続き、平成22   

年度の接種状況についての報告について協力を求め、迅速に把握するよう努めるこ   

と。  

2）国は、平成22年度の予防接種シーズンにおいては、予定されているワクチンの供給   

量では、接種の機会を逃したすべての者に対する十分な接種の機会の提供が困難で   

あることについて、国民、自治体関係者及び医療従事者等に対し、情報提供を行うこ   

と。  

3）国は、平成17年の予防接種の積極的な勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した   

者のうち、3回の接種を受けていないものの保護者等が、それらの者に日本脳炎の予   

防接種を受けさせるべきかどうか判断できるように、疾患の特性及び感染リスクの高い   

者等に関する情報を厚生労働省ホームページ「日本脳炎ワクチン接種に係るQ＆A注  

1）」等を通して分かりやすく提供すること。また、自治体関係者及び医療従事者等が、   

保護者等から相談を受けた際に、適切な助言を行えるよう、厚生労働省は、都道府   

県等を通じ、疾患の特性及び感染リスクの高い者等に関する情報並びにワクチンの流   

通在庫量等に係る情報を適切に提供すること。  

注1）：「日本脳炎ワクチン接種に係るQ＆A（平成21年5月末改訂版）」  

a／kenkou／nouen／index．htmI  ：／／www．mh血．   

4）市区町村は、2）に示すような保護者等から接種の希望があった場合に、ワクチンの   

流通在庫量などを勘案しながら、接種が受けられるよう、その機会の確保に努めること。   

また、国は、ワクチンの流通在庫量等に係る情報を適宜提供するとともに、接種の機   

会を逃した者のうち、平成17年の予防接種の積極的な勧奨の差し控えが行われた当   

時に、予防接種法施行令に定める第1期の接種対象の年齢であった者で、同政令に   

定める第2期の接種期間に相当する者（平成22年度に9歳から12歳になる者）に対   

しても、日本脳炎ウイルスに対する基礎的な免疫を付与するために必要な第1期とし   

ての3回接種の機会を提供できるよう、予防接種実施規則及び通知による対応を行う   

こと。  

（4）乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを第2期として用いる場合の考え方について  

○ 薬事承認において、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンは、「第2回目の追加免疫以降の   

使用経験が少ないことから安全性・有効性が確立していない（使用経験が少ない）。」とさ   

れたことを受け、提言においても「現時点では、第2期の定期接種で使用可能と位置付け   

ることは困難」とされていることから、現在は、第2期に使用するワクチンと位置付けられて   

いない。「提言」を受け、現在、第2回目以降の追加免疫の安全性・有効性等に関する   

検討が行われている。今後、過去にマウス脳による製法の日本脳炎ワクチンで免疫を付  
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与された児に対する第2期での安全性・有効性のデータの集積がとりまとめられたところで、  

企業において、添付文書上の「用法及び用量に関連する接種上の注意」における「第2回  

目以降の追加免疫以降の有効性及び安全性は確立していない（使用経験が少ない。）」  

との記述部分に関する一部改訂が行われる予定である。  

○ 第2期の予防接種については、上記の結果を踏まえて、今後、速やかに検討することが   

必要である。  

3．おわりに  

○ 日本脳炎の予防接種の進め方についてはワクチンの供給量によって大きく影響を受ける   

ため、平成22年度の日本脳炎ワクチンの接種状況や今後の供給状況等を勘案しつつ、   

第2期のワクチンの使用の可否等の知見の集積等を速やかに行うよう、すべての関係者は   

努力すること、また、予防接種の積極的な勧奨を差し控えたことにより接種の機会を逃した   

者に対する対応についての議論をできる限り早急に再開できることを強く望むものである。  

8  
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別添資料  

日本脳炎に関する小委員会名簿   

日本脳炎に関する小委員会開催概要   

日本脳炎の予防接種に関する現状   

日本脳炎の予防接種率に関するデータ   

平成17年に積極的な勧奨を差し控えたこ  

とにより接種機会を逃した者への対応に必  

要となる日本脳炎ワクチン量の検討につい  

て   

別添資料1  

別添資料2  

別添資料3   

別添資料4   

別添資料5  



日本脳炎に開する小委■会  

（垂■）   

氏  名   所 属 機 関 等   

飯 沼 雅 朗  医療法人雅修会 蒲郡深志病院理事長   

岩 本 愛 吉  東京大学医科学研究所付属先端医療研究センター感染症分野教授   

岡 部 借 彦  国立感染症研究所感染症情報センター長   

加 藤 達 夫  国立成育医療センター総長   

鹿 田 良 夫  大阪市立大学大学院医学研究科教授   

宮 崎 千 明  福岡市立西部療育センター長   

○・＝委員長   

氏  名   所 属 機 関 等   

蒲 生 真 実  「こつこクラブ」編集長   

倉 根  一  郎  国立感染症研究所ウイルス第一部長   

竹 本   桂 一  社団法人 日本小児科医会常任理事   

多 屋   馨 子  国立感染症研究所感染症情報センター第三室長   

永   井  恵  大田区保健所長   

福 田   仁 史  （財）阪大微生物病研究所東京事務所長   

横 手   公 幸  （財）化学及血清療法研究所医薬開発部長   
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日本脳炎に関する小委員会開催概要  

○ 第1回日本脳炎に関する小委員会   

開催日    平成22年1月15日（金）  

議事  1．日本脳炎ワクチンについて  

1）日本脳炎の予防接種について  

2）日本脳炎の予防接種に関する現状  

3）日本脳炎の予防接種のあり方に関する検討  

○ 第2回日本脳炎に関する小委員会  

開催日  

議事  

平成22年1月27日（水）  

1．日本脳炎の今後の予防接種のあり方について  

1）第1回日本脳炎の予防接種に関する小委員会の概要  

2）日本脳炎の予防接種率等について  

3）平成22年度に向けた対応について  

○第3回日本脳炎に関する小委員会   

開催日    平成22年2月9日（火）   

議事  1．日本脳炎に関する小委員会中間報告（案）について  
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日本脳炎の予防接種に関する現状  

1．ワクチン出荷量  

2．日本脳炎予防接種被接種者数  

3．予防接種後副反応報告  

4．過去の日本脳炎予防接種率  

参考）  1）日本脳炎患者数状況 等   

2）日本脳炎ウイルス中和抗体価保有率  

3）ブタの日本脳炎に対する抗体保有状況 等  
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1－1．出荷量（平成16年～20年）  

積極的な勧奨接種の差し控えが行われる前の平成16年の出荷量は約538万本。  

平成17年の勧奨接種差し控えにより出荷量は、減少したが、平成19年以降は徐々に増加している。  

1－2．出荷量（平成21年度）  

0．5mL換算（単位：本）  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月  11月  12月  合計   

乾燥細胞  
培養  

日本脳炎  
162，989  263，397  171，569  78，674  125，713  115，696  34，032  35．343  987．413   

ワクチン  

マウス脳の  

製法による 日本脳炎  

ワクチン   

合計数  87，244  249．180  338，405  236，694  111．785  15乙540  126，626  39，183  39，622  1，381，279   

（財）阪大微研提供資料  

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが薬事承認された平成21年度の出荷量は、従来のマウス  
脳由来日本脳炎ワクチン約39万本、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン約99万本であった。  
例年通り、初夏から秋にかけての出荷量が多い傾向である。  
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2．被接種者数（平成21年度）  
平成22年1月5日現在  

種類   定期接種時期    6月  7月  8月  9月  10月  11月   累 計（回数）   

1回  25，082  59，643  60－976  67，950  32，059  17，797  263，507   

乾燥細胞培  初回  492，287   

養白本脳炎  2回  7．016  37－514  50，655  69，611  43－503  20，481  228．780  505，848  

ワクチン   

追加  1，479  乙436  3，132  3，253  2，057  1，204  13．561  13，561   

1回  12，386  6．577  2，861  1，434  1－234  441  24，933   

初回  58，353   
マウス脳の 法による  2回  14，087  10．159  3，950  2，460  2，092  672  33．420  
製  

日本脳炎  
180，871  

ワクチン   追加  15，197  16，627  11，194  11．690  7，763  3，973  66，444  66，444  

2期  11，556  13，592  12，359  9，815  5，773  2，979  56．074  56．074   

都道府県   報告数  47   45   39   38   34   35  

市町村   報告数  1．284  1，204  1，000  1．023  897  939   

医療機関   報告数  13．131  13，160  12，848  1乙848  10．730  10，087   

平成21年6月2日付結核感染症課長通知「日本脳炎に係る定期接種者数の把握について（依頼）」に基づく報告。  

都道府県から報告があった場合でも、すべての市町村並びに医療機関から報告があったことを意味するものではない  

3－1． 副反応報告の状況（平成21年度）  

平成22年1月5日現在  

件数   
アナフイ   その他   総数  総数  

シー   神経  ラキ   全身  脳炎  痙攣  運動    障害  局所 異常 その他  

乾燥細胞培養  

日本脳炎ワクチン   
0   0   0   3   9   6  22  18   

マウス脳の製法に  

よる日本脳炎  0   0   0   0  0  0   

ワクチン  

平成17年1月27日付健康局長通知「予防接種実施要領」に基づく副反応報告のあったもの   

定期の予防接種後に発生した一定の基準※を満たす事象については、「定期（一類疾病）の予防接種  

実施要領」に基づき、診断した医師は直皇⊆市区町村へ届け出るよう協力を求めており、市区町村からは、  

都道府県経由、（重篤な場合は直接）で厚生労働省へ報告頂いている。   

日本脳炎ワクチンに関しては、平成21年4月から平成22年1月現在までに予防接種後副反応として、  

23件の報告があった。乾燥細胞培養ワクチン22件のうち、39度以上の発熱9件、その他の神経障害2件  

（無菌性髄膜炎、小脳失調）、その他6件（39度未満の発熱3件、倦怠感1件、消化器症状2件）であり、  

従来のマウス脳の製法による日本脳炎ワクチンによる副反応は、30秒間の意識消失発作1件であった。  

※3－4「予防接種後副反応報告基準」参照  
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3－2． 副反応報告の状況（平成12～19年度）  

アナブイ   

ラキ シー  全身  脳炎  痙攣  運動  その他 神経 障害  局所 異常腫 脹  全身  390C以  異常  その他  総数  総数    専麻疹  脳症   障害    発疹  上発熱  反応   （件）  （人）   

、′成12年度  13  13  2   6   0   0   6  15  9   17  82  72   

、′成13年度  皿  14  0   2   0   2  12  12  8  63  63   

、′成14年度  13  皿   0   6   0   5   6   7   8   5  62  55   

、′成15年度  7  15  8  10  0   4   0   6  19  9   14  92  80   

、′成16年度  7  皿   5   7   0   5   0   5  19  7   11 77 60 

、′成17年度  口   2   0   2   0   7   8  24  19   

、′成18年度  0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   

、′成19年度  0   0   0   0   0   0   2   0   3   7   7  

各年度の予防接種後副反応報告書集計報告書   

従来のマウス脳の製法による日本脳炎ワクチンによる予防接種後副反応報告件数は、年による  

ばらつきがあるものの、概ね、60人から70人程度であった。積極的な勧奨の接種差し控え以降は、  

平成17年度が、24件（19人）、平成18年度が3件（3人）、平成19年度が7件（7人）であった。  

3－3． 副反応報告頻度（平成12～19年度）  

副反応報告数（人）   被接種者数（回）   頻度（10万接種あたり）   

平成12年度   72   4，253，391   1．7   

平成13年度   63   4，307，583   1．5   

平成14年度   55   4，311，446   1．3   

平成15年度   80   4，476，121   1．8   

平成16年度   60   4，132，470   1．5   

平成17年度   19   950，060   2．0   

平成18年度   3   141，421   2．1   

平成19年度   7   418，812   1．7  

副反応報告は、結核感染症課予防接種資料「予防接種後副反応報告集計報告書」  

被接種者数は、厚生労働省統計情報部「地域保健事業報告」より編纂   

副反応報告の頻度は、例年、10万回接種あたり、約2人前後である。  
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3－4．予防接種後副反応報告基準  
臨 床 症 状  接種後症状発生までの時間  

①アナフィラキシー  

②脳炎、脳症  
（∋その他の中枢神経症状  

④上記症状に伴う後遺症  

⑤局所の異常腫脹（肘を越える）  

⑥全身の発疹又は39．00C以上の発熱  
⑦その他通常の接種ではみられない異常反応  

間
 
 

謂
用
＊
相
川
＊
 
 

2
 
 

注1 表に定めるもののほか、予防接種後の状況が次に該当すると判断されるものは報告すること。  
① 死亡したもの、② 臨床症状の重篤なもの、③ 後遺症を残す可能性のあるもの  

注2 接種から症状の発生までの時間を特定しない項目（＊）についての考え方  
① 後遺症は、急性期に呈した症状に係るものを意味しており、数ヶ月後から数年後に初めて症状が現れた  

ものは、含まないこと。  

② その他通常の接種ではみられない異常反応は、予防接種と医学的に関連あるか、又は時間的に密接な関連  
性があると判断されるものであること。  

注3 本基準は予防接種後に一定の症状が現れた者の報告基準であり、予防接種との因果関係や予防接種健康被害  
救済と直接結びつくものではない。  

平成17年1月27日付健康局長通知「予防接種実施要領」より抜粋  

3－5．薬事法に基づく、副作用報告状況  
（乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン）  

（承認時～平成22年1月5日まで）  

∵副反応器官別大分類（SOC）   副反応名   件数   

胃腸障害   嘔吐   1   

感染症および寄生虫症   無菌性髄膜炎   1   

筋骨格系および結合組織障害   関節痛   1   

呼吸器、胸郭および縦隔障害   喘息   1   

神経系障害   顔面神経麻痩   1  

急性散在性脳脊髄炎   1  

小脳性運動失調   1  

熱性痙攣   2  

痙攣   2   

全身障害および投与局所様態   発熱   7   

免疫系障害   アナフィラキシーショック   

アナフィラキシー反応   1   

臨床検査   白血球数減少   1   

総計  21  

安全対策課提供資料   

薬事法に基づく副作用の報告は、当該品目の使用によると疑われる疾病、障害又は死亡の発生等の  
重篤症例について報告するものであり、予防接種実施要領に基づく副反応報告と、基準が異なるもの。  
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4．予防接種率（平成12～19年度）  

年度（平成）   12   13   14   15   16   17   18   19   

1期初回（1回）  84．9  90．6  91．9  92．6  83．0  22．1   4．0  13．7   

1期初回（2回）  81．2  86．5  88．6  89．6  81．1  16．7  3．6  13．3   

1期追加   69．8  72．9  73．6  75．3  70．8  15．6  3．3   6．9   

2期   65．0  67．9  69．3  67．6  65．6  15．8  1．4   3．9  

対象者は総務省人口推計による対象年齢人口、被接種者数は、厚生労働省統計情報部「地域保健事業報告」より   

積極的な勧奨の差し控えが行われた前年（平成16年度）までは、1期初回が85～90％、  

1期追加が70％、2期が約65％であった。  

積極的な勧奨の差し控えが行われた平成17年度は各期とも20％前後、翌18年度は各期とも  

4％以下に低下したが、19年度には若干回復傾向がみられている。（平成20年度は未集計）  

特別対儀  軌明按椰   ▲ア防横印i去（小県） 狼団摸判  朋那搾印  チ防接椰  
（小児、成人）  

1967  1976  1995  1954  

※1：昭和29年5月26日付衛発第73号公衆衛生局長通知：日本脳炎防疫対策要綱について  
昭和30年6月16日付衛発372号公衆衛生局長通知：日本脳炎防疫対策要綱の補遺について  
昭和32年7月18日付衛発592号公衆衛生局長通知：日本脳炎の予防対策について  

※2：昭和42年5月23日付衛発第360号公衆衛生局長通知：昭和42年度における日本脳炎等予防特別対策について  
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参考1ト2 日本脳炎患者の年齢別発生状況  
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■
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O  。  

5－9  1ロー1う  つ0一っ9    30－39    40－49  50－59    60－69    70一丁9  ≡80  

炎
患
者
数
 
 

5－9  10－19  20一つさ  30－3≦1   40－49    50－59    60－89    70－79  茎80  

0－ヰ  5－9  10－1ラ    モO一色g  30－39  40－ヰ8  50－59  60－69  70一丁さ  茎80  

年令群 （歳）  

平成18年度感染症発生動向調査より  

国立感染症研究所感染症情報センター  

多屋室長提供資料  

参考1）－3 日本脳炎患者数・死亡者数状況  

（平成12年～21年）  

（単位：人）  

年（平成）   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   

羅患者数   7   5   8   5   7   7   10   3   3   

死亡者数   0   0   0   0   1   0   0   0   

羅患者数は「感染症発生動向調査」、死亡者数は「人口動態統計」より  

平成21年については、平成21年12月末現在  

平成12年から21年までの日本脳炎患者報告数は毎年、10人以下だが、一定の傾向はない。  

死亡者については、平成18年の1例以降、報告されていない。  
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参考1）－4 日本脳炎の年齢別発生状況  
（平成12年～21年） 

（単位：人）   

（歳）  

12   0   0   0   0   0   2   

13   0   0   2   0   0   0   ．1   2   

14   0   0   0   0   0   1   2   4   

15   0   0   0   0   0   0   0   

16   0   0   0   0   0   0   2   

17   0   0   0   0   0   2   3   

18   0   0   0   2   2   2   0   

19   0   0   0   0   0   3   0   3   3   

20   0   0   0   0   0   0   2   0   

21   0   0   0   0   0   0  

「感染症発生動向調査」より  

平成21年については、平成21年12月末現在  

平成21年度においては、1歳、8歳、40代の計3名に患者が発生した。  

参考1）－5 都道府県別日本脳炎患者発生状況  
（2003年～2008年）  
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感染症発生動向調査：2009年5月7日現在（国立感染症研究所感染症情報センター）  
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参考2ト1年齢／年齢群別の日本脳炎中和抗体保有状況  
～2009年度感染症流行予測調査より中間報告（暫定値）～  

（調査担当：東京都、三重県、京都府、大阪府、山口県、愛媛県、熊本県、沖縄県、国立感染症研究所）  
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抗体価 一●■■≧1：10  ≧1：ヱ0 ＋≧l畑D ＝→ト・・≧l‥80   ≧1：160 ＋≧1：う20  

平成21年度感染症流行予測調査より（国立感染症研究所感染症情報センター）  

参考2）一2年齢／年齢群別の日本脳炎予防接種率  
～2009年度感染症流行予測調査より中間報告（暫定値）～  

（調査担当：宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、富山県、長野県、三重県、京都府、大阪府、山口県、愛媛  
県、福岡県、熊本県、宮崎県、沖縄県、国立感染症研究所）  
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感染症流行予測調査：2009年12月末現在（国立感染症研究所感染症情報センター）  
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参考3）日本脳炎ウイルスに対するブタの  

抗体保有状況（2005年～2008年）  
Hl抗体保有率  

「未調査（12）  

〔コ0％（1）  

」＜50％（10）  

■50～79％（6）  

■≧80％（18）  

（）内の銭字は都道府県故を示す  

2005年度  2006年度  

感染症発生動向調査：2009年5月7日現在（国立感染症研究所感染症情報センター）  
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別添資料4  

日本脳炎の予防接種率に関するデータ  

方 法  

1．感染症流行予測調査事業によるサンプル調査   

（2009年度：暫定値）  

2．感染症流行予測調査による中和抗体保有率   
（2009年度：暫定版）  
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回  
年齢／年齢群別の日本脳炎予防接種率  

～2009年度感染症流行予測調査より中間報告（暫定値）～  
（調査担当：宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、富山県、長野県、三重県、京都府、大阪府、山口  

県、愛媛県、福岡県、熊本県、宮崎県、沖縄県、国立感染症研究所）  
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感染症流行予測調査：2009年12月末現在（国立感染症研究所感染症情報センター）  

年齢／年齢群別の日本脳炎予防接種率  

～2009年度感染症流行予測調査より中間報告（暫定値）～  
（調査担当：宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、富山県、長野県、三重県、京都府、大阪府、山口  

県、愛媛県、福岡県、熊本県、宮崎県、沖縄県、国立感染症研究所）  

J＋暮＋■■■■■■■1t  
1期完全  

接種者※1  0  0  0   0・9．2 10．8 12．8 15．8 24．7 46．5 47．1 39．2 52．8  

1期不完全  
接種者※2  0  0．6  3．3 16．3 18．4 24．3 21．8 37．6 50．6 42．6 45．1 52．0 37．0  

未接種者  100 99．4 96．7 83．7 72．4 64．9 65．4 46．5 24．7 10．9 7．8 8．8 10．2  

※1：慣月（3）、慣鋸く3）＋ll期、l期（3）＋ll期に相当する者の総数  

※2：l期（〈3）及び接種回数不明者の総数として算出  

感染症流行予測調査：2009年12月末現在（国立感染症研究所感染症情報センター）  
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回  
年齢／年齢群別の日本脳炎中和抗体保有状況  
～2009年度感染症流行予測調査より中間報告（暫定値）～  

（調査担当：東京都、三重県、京都府、大阪府、山口県、愛媛県、熊本県、沖縄県、国立感染症研究所）  
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年齢／年齢群（歳）  

抗体価 －●－≧1：10  ≧1：ヱ0 －●－≧l朝 一j←≧用0   ≧1：160 ＋≧1：320  

上記の調査結果のうち、1：10以上の中和抗体価を保有している割合（％）  

l■■■一山■■l■■lbEI■llコ  
抗体保有率 43．0 6．5  9．1 22．7 29．6 39．6 4乳6 61．1 75．6 75．0 さ3．3 82．1 7き．3  

感染症流行予測調査：2009年12月末現在（国立感染症研究所感染症情報センター）  

予防接種率と抗体保有率の状況  

ー未接種率 一抗体価  

0 1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 1112  

年齢（歳）  

感染症流行予測調査：2009年12月末現在（国立感染症研究所感染症情報センター）  
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予防接種率と抗体保有率の状況  
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感染症流行予測調査：2009年12月末現在（国立感染症研究所感染症情報センター）  
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平成17年に積極的な勧奨を差し控えたことにより接種機会を逃した者への対応に  

必要となる日本脳炎ワクチン量の検討について  

1．検討の前提条件  

○ 本検討においては、単純化のために、年齢毎の人口を110万人※1とする。  
※1）2008年度における年齢別人口は別紙1のとおり。0歳から12歳までの各年齢の平均人口は1．124，800  

人である。（総務省統計局統計調査部国勢統計課調べ）  

01期の標準的な接種期間に該当する者に対して積極的な接種の勧奨を行う場合には、  

接種率が積極的勧奨の差し控えを行う前の率まで回復することが考えられる。本検討に際  

し、単純化のために、接種率を100％と仮置きし、必要なワクチン量を下記の通りとする。  

平成22年度  ：220万本（初回接種110万人 × 2回接種）  

平成23年度以降 ：330万本（初回接種110万人 × 2回接種）  

（追加接種110万人 ×1回接種）  
注：2期の接種が可能となった場合には、上記に加え、さらに必要量が増えることに留意が必要。  

○ 平成22年度の予定出荷量510万本のうち、接種シーズン前まで（7月末まで）の供給予  

定量が約204万本、前年度の在庫量は、約190万本※2）であることから、平成22年度接  

種シーズンにあたり、約400万本が使用可能であると仮定する。  

平成22年度接種シーズン以降については、平成22年度の接種率の状況にも左右される   

ものの、約306万本であると仮定する。  

但し、新型インフル工ンザワクチン製造状況に伴う生産への影響を考慮することが必要。  

平成22年度接種シーズン  ：約400万回接種分  

平成23年度接種シーズン及びそれ以降   ：約510万回接種分  
※2）平成21年12月未現在  

接種シーズン前までの供給量  

H之2年度  H23年度  
前年在庫  

190万本   204万本  306万本   204万本  306万本  

……童■…■・■・・…………⊥…………・ 
汀 け…‥‥ま‥……汀‥……‥‥‥員……＝H・・‥‥…」刷…‥・‥、 

〃ヱヱ．3  ．7  〃23．j  ．7  〃ヱ4．3  

（平成23年度以後、同様）  
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○ 上記条件により、標準的な積極的な勧奨の対象者（3歳）以外に使用が可能なワクチン   
は、下記の量となると考えられる。  

平成22年度接種シーズン  ：約180万回接種分  

平成23年度接種シーズン及びそれ以降  ：約180万回接種分  

注：今後新たに薬事法上の承認を得る製品の供給可能量は加味していない。  

注：平成23年度接種シーズン以降は、1期の追加接種に必要な量を含んでいることに留意する  

ことが必要。   

O「積極的な勧奨を差し控えたことにより接種機会を逃した者」の範囲は、平成17年の積   

極的な勧奨の差し控えが行われた当時に予防接種法施行令で定められている接種年齢   

の対象者であった児のうち、接種を受けていないと考えられる者（以下、「未接種者」とす   

る。）及び初回接種（3回）を完了していないと考えられる者（以下、「1期不完全接種者」と   
する。）の全体とする。また、経過措置については、小委員会での前回の議論を受け、基礎   
的な免疫を付与することを目的として、1期不完全接種者に対しては、不足している回数に   
ついて追加接種の機会を設けることとして検討する。   

○ 年齢別の1期末接種者及び1期不完全接種者数の推計には、2009年度の感染症流行   

予測調査（暫定値）により把握された年齢別の日本脳炎予防接種率を利用する。   
「接種回数不明」および「不完全接種者」は既接種回数を1回として、「接種歴不明」は、   

未接種者として取り扱った場合の年齢別の1期末接種者及び1期不完全接数者数の状況   

は図1の通り。   

迭生産の0から12歳までの1期末接種者及び1期不完全接種者に対して必要と考えられ   

る接種数は約2420万回接種分と推計され、そのうち、積極的な勧奨を差し控えたことによ   
り接種機会を逃した者に対する経過措置の検討対象となる4歳から12歳までにおける1   

期末接種者又は1期不完全接種者に対して必要な接種数は約1560万回接種と推計。   

（図1）卿（年齢は平成22年度）  
1期対象  2期対象  
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○ 経過措置の対象となりえる範囲の者について、積極的な勧奨を行った場合の接種率を踏   
まえた平成22年度における供給必婁tを推計すると表1のとおり。   
なお、3回接種が必要な者に対する3回目の接種に必要なワクチンの供給量は、3回目の   
接種が翌年に実施されることから、この必要供給量には含んでいない。   

（奉†）＋‡年齢別必要供給量の推計                                                   －    ＋＋－－－－－←－ －－±±  

平成17  接種対象者割合※1  平成22年  

年当時の   特 徴  度における     3回接種が必要  2回接種が必要な   

年齢（歳）   （歳）  な者の割合   者の割合   必要供給量  

O 100．0 ％   0 ％  

1 9．8．8 ％   1．2 ％  

2  98．8 ％   1、．2 ％  

麿阜－’  

′d†1  濡轍掩勤節◆葉蘭轡1謝漸剖野∴：：■  ￥′沈ぎ ？’草㌻   

㌣草㍗隼．了・て．長し ！′－∵率いふ轟沈  濾編翫鮎絹梅毒議嵐 ・．ハ、1・レ∵ノノ∴H曹1γ√J   9愚才三㈲   ；、′題軒万泰  

4  84．7 ％   1与．3％  220 万本   

p   5  72．9 ％   18．8 ％  202 万本   

ト   6 67．4％   符．6ミ，％  200 万本   

2 65．1％   2∂．3％  194 万本   

3   
平成17年当時、標準的な1期初回  

8  

接種の勧奨対象（3歳）であった児   
44．3 ％   40．6 ％  187 万本   

4   9  24．7 ％   52．7 ％  170 万本   

5   1b  12．6 ％   41．7 ％  120 万本   

6   11．5 ％   46．0 ％  127 万本   

7   
平成17年当時、1期定期の対象年  

12 
齢の上限（7歳）であった児   

10．9 ％   52⊥γ％  140万本   

※1：平成21年度の感染症流行予測調査（暫定値）により把握された年齢別の日本脳炎予防接種  

率より算出  

注：カラー部分は、定期接種の対象年齢。  

01期の標準的な接種期間に該当する者以外の者に対して、積極的な勧奨を行った場合  
の接種率についての推測は困難であるが、積極的な勧奨を行うためには、供給量が確保さ  

れていることが重要であるため、本検討では、100パーセントの接種率と仮定し、それ以外の  

接種者に対し、どの程度の接種率まで対応可能か検討することとする。  
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2．接種計画の検討  

○ 上記必要量と供給予定量から勘案すると、勧奨差し控えによって、2期の接檀の機会を   
逃した者に対して、2期の接橿を行うこととした場合にはト   
特定の1年齢に対して積極的な勧奨を行うために必要なワクチン量は確保できているとは   

いえないと考えられる。   

○？期の接橿が行えない状況が継続すると仮定した場合においては、下記のような結果と   
なる。  

① 特定の年齢の者に対して積極的な勧奨を行う場合  

経過措置の対象者となり得る範囲の者のうち、特定の1年齢に対して積極的な勧奨を行   
いつつ、残りのワクチンを他の年齢の経過措置対象者に対して使用するとした場合、現状   

の供給量のままでは、多くの場合で実施不可能であり、実施可能であった場合でも、運用   

可能な期間は限定され、その他の年齢の経過措置対象者に対する接種率は、極めて低   
い。   

特定の年齢が100％接種した場合の残りの対象者（4～12歳）に対する接種率及び運用可能年数  

積極的に勧奨す の  他の年齢  

接種の勧奨を行う年齢   る対象年齢中   に対する  運用可能   

（仮定）   接種率※1  年数   
備考  

（〉1：10）  

5歳を対象とする場合   
5歳児に対しても100％の  

29．6％   0％   不可能  
接種率とすると不足する。   

6歳を対象とする場合   
6歳児に対しても100％の  

39．6％   0％   不可能  
接種率とすると不足する。   

7歳児に対しても100％の  

7歳を対象とする場合   48．6％   0％   不可能  
接種率とすると不足する。  

翌年の追加接種を行うには  

政令改正が必要。   

8歳児に対しても100％の  

8歳を対象とする場合   61．1％   0％   不可能  接種率とすると不足する。  

政令改正が必要。   

9歳を対象とする場合   75．6％   0．7％   1年間可能  

10歳を対象とする場合   75．0％   4．2％   3年間可能  

11歳を対象とする場合   83．3％   3．7％   
11歳の抗体保有率は  

4年間可能   80％を超えている。   

12歳を対象とする場合   82．1％   2．8％   
翌年の追加接種を行うには  

5年間可能   政令改正が必要。   

※1：平成22年度の接種シーズン前までの供給量で平成22年度分について算出  
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②特定の年齢の者lこ対して積極的な勧奨を行わず、広く接種の機会を提供する場合  

経過措置の対象となりえる範囲の者全体（4歳から12歳）に対して、接種機会を設け、   

特定の年齢の者に対して勧奨を行わなかった場合、全年齢の接種率が11．5％程度であ   

れば、需要と供給のバランスがとれることとなる。   

1期の不完全接種者全体に対する接種率  

必要接種回数   接種率※1   

4～12歳のすべての年齢を対象とした場合※2）   1560 万回   11．5％   

4～7歳のすべての年齢を対象とした場合   817 万回   22．0％  

※1：平成22年度の接種シーズン前までの供給量で平成22年度分について算出   

※2：8歳を定期接種の対象とする場合は政令改正が、9歳から12歳までの児をl期の定期接種対象とする  
には、省令改正が必要。   

参考）特定の年齢の者に対して積極的な勧奨を行う場合と行わない場合の比較  

長 所   短 所   

・特定の年齢の者について接  ・接種機会の提供が不平等。  

A．特定の年齢の者に対して       種率の向上が期待できる。  ・接種機会を逃した者全体への接種終了までに時   

積極的な勧奨を行う場合   ・供給量から勘案した接種計  間を要する。  

画が立てやすい。   ■年齢などによる接種対象者の確認作業が繁雑。   

B．特定の年齢の者に対して積   
・接種機会の提供が平等。   

■積極的な接種率の向上が期待できない。   

極的な勧奨を行わない場合  ・一時的に需要が供給を大きく上回る可能性あり。   
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今後の進め方について（案）  

1 スケジュール  

平成21年度  

第6回 予防接種部会  
（1）巳本脳炎に関する小委員会中間報告について  

（2）今後の進め方について（案）  

（3）その他  

平成22年度   

4月′）夏頃まで  

以下のテーマについて、有識者等からヒアリングを行いつつ、   

現状と課題について整理を行うこととしてはどうか。   

「第一次提言」（議論が必要と考えられる事項）より  

○予防接種法の対象となる疾病・ワクチンのあり方   
Hib（インフル工ンザ菌b型）、肺炎球菌、HP＞（ヒトパピローマウイルス）、水痘など  

○予防接種事業の適正な実施の確保   
関係者の役割分担、予防接種により生ずる健康被害の救済制度、被害認定の方法、   

不服申し立て、接種の優先順位付けのあり方 等  

○予防接種に関する情報提供のあり方   
予防接種の意義や健康被害が生じる可能性等の情報提供のあり方  

○接種費用の負担のあり方   
予防接種の果たす役割や特徴等を踏まえた、その費用負担のあり方  

○予防接種に関する評価・検討組織のあり方   
ワクチンの有効性等に関する調査研究・情報収集・評価の方法を推進する体制  
諸外国の予防接種施策に関する検討組織と同様の組織を設けることの必要性  

○ワクチンの研究開発の促進と生産基盤の確保のあり方   
ワクチンの研究開発や生産基盤の万策   

以降、予防接種の目的や基本的な考え方も含め検討を進めるこ  

ととしてはどうか。  

2牒菩（案）  
別紙   



当面のヒアリング対象の候補（案）  

○ 予防接種に関する専門学会  

・ 小児科学の専門学会  

・ 感染症学・免疫学の専門学会  

・ ウイルス・細菌学の専門学会  

・ 公衆衛生学の専門学会 等  

○ 予防接種を受ける立場の方  

○ ワクチンの研究開発等に関する有識者   

・ ワクチンメーカー  

・ ワクチンの研究者 等  

○ 予防接種の有効性の評価に関する有識者  

・ 公衆衛生学の専門家  

医療経済学の専門家 等  

○ ワクチンの接種や流通に携わる万  

・地方自治体  

・ 医療機関の方  

・ワクチンの流通業者 等  

○ 医療倫理・t」スクコミュニケーションに関する有識者   



資料2－2  

予防接種に関する検討会 中間報告書（平成17年3月）の概要  

○ はじめに  

予防接種に関する検討会（以下、「本検討会」という。）は、高齢者へのインフル工ン   

ザ予防接種の導入を定めた平成13年の改正予防接種法の附則第2条に記された、「5年   

後に検討を加える」旨の規定を受けて設置され、定期予防接種の対象疾患の現状と課題   

について最新の知見を踏まえて議論するとともに、現行では予防接種法の対象疾患とな   

っていないが将来的には導入の可能性のある疾患についても検討を加えたものである。  

○ 定期接種対象疾患について  

疾 患   課  題   対  応   

○ 依然として、数多くの患者が発生し流  ①1歳児を対象とした低年齢層での流行を  

麻しん  
行が続いている状況にある。   減らすため標準的な接種期間を生後12～  

15月（従前は生後12～24月）に改め、  

保護者や関係者らに広く周知する。   

○ 若年成人の間で風しんの免疫を持た  ① 風しんの予防接種の2回接種を導入し、よ  

風しん  
ない者が少なからず存在し、風しんが流   リ強固な集団免疫の獲得を目指す必要があ  

行した場合に先天性風しん症候群の発  る。   

生が懸念される。  

DPT  ○ ワクチン接種率が低下すると再び患  ① 現行、DT2期接種にかわりDPTワクチ  

者数の増加が予想される。   ンを定期接種に組み入れるためには、更なる  

ジフテリア              ○ 特に百日咳は、最も重症化しやすい1   
研究・検討が必要である。   

歳未満の患者が圧倒的に多いため、対象   

年齢（生後3月）に達した後、可能な限  

り早く接種を行い、接種率向上を図るこ  

とが重要。   

○インドやアフリカの一部などで地域  

流行が認められる。   ① 不活化ワクチン（IPV）の早期導入の必  

○ 経口生ワクチン（OPV）接種者にポ   要性と2次感染者に対する救済制度創設が  

ポリオ  リオ麻痔が数百万人に1人の割合で発   必要であり、、IPVの早期導入に向け、関係  

生。  者は最大限の努力を行うこと。   

○世界中の根絶が達成されるまでは予  

防接種の継続が必要である。  

○ 発症した場合の重篤性が高く、流行に  ① 今後も接種機会の確保が重要  

際した社会不安の可能性   ② 日本脳炎の予防接種のあり方については  

○ ヒトからヒトへ感染しないこと、患者  更に検討が必要  

日本脳炎  が激減していること   ③ より安全性の高いと考えられている組織  

○ ワクチン製剤の安全性の確保   培養型ワクチンヘの早期転換に向け、関係者  

の努力が必要。  



（D 高齢者はハイリスクであり積極的に接種   

を勧奨するのが国際的認識であり、定期接種   

対象者から高齢者を外す必要性を示す知見   

は得られていない。  

② これまで得られた知見からは、現行の方法   

によって小児に接種した場合の有効性には   

限界があることが示唆されている。  

③ 上質な疫学研究の推進、研究結果に対する   

適切な評価検証、国民への正確な情報提供に   

努める必要がある。  

④ より有効性の高いワクチン開発や現行ワ   

クチンの接種方法などの改良の推進。  

○ 高齢者へのインフル工ンザ予防接種  

○ 小児へのインフルエンザ予防接種  

li 

インフルエげ  

○ 定期接種未対象疾患について  

疾患   
課  題   対  応   

○ ワクチン接種後に、軽症ながらも水痘羅  （D 定期接種化に当たっては、国民の理解と合  

患が10～15％の頻度で発生する。   意形成が前提。  

○ 接種率が高くなると、ワクチン接種後水   水痘ワクチンの接種を勧奨する目的や必要  

水痘  
痘が増加する。   性について更に整理するとともに関係者は  

○ 接種率によっては成人水痘が増加する。   予防接種法の対象疾患類型を再検討するに  

当たって、水痘ワクチンの位置付けについて  

も併せて考慮すべきである。   

○ 現在、わが国で使用されている流行性耳  （む 定期接種化に当たっては、国民の理解と合  

流行性耳         下腺炎ワクチンは高い有効性が確認されて   意形成が前提。   

下腺炎   いるものの、無菌性髄膜炎の頻度が1，00  副反応軽減のための改良を図ること。   

0から6，000件に1例程度発生する。  

○ わが国の学会等からの導入の期待は高い  ① 厳重な市販後調査を実施するなど安全性に  

ものの海外で使用されているワクチンの中   配慮した上で、接種希望者にワクチン接種で  

にエンドトキシンが高いものがあるとの報   きる体制を早期に整えるよう関係者の努力が  

インフルエンサ●  告があった。   必要。   

菌b型  （診定期接種化に当たっては、疾患の十特性、  

発生頻度を十分に勘案した上で、わが国にお  

いて有効性、安全性、費用対効果等の知見を  

収集する必要がある。   

○ 海外では、肺炎球菌ワクチンとインフル  （D 定期接種化に当たっては、わが国において  

肺炎球菌  
エンザを併用接種した場合の有効性を示唆   有効性、安全性、費用対効果等の研究を進め、  

する研究が報告されており、国内でも知見  更に知見を収集することが前提。  

が集積されつつある。  

注：平成17年3月時点の知見に基づくものである。  

○ おわりに  

本検討会では、主として個別疾患の予防接種のあり方について検討を進めてきたが、   

今後、予防接種法の対象疾患類型別の再検討をはじめ、予防接種についての横断的・制   

度的課題の検討を進めることとしたい。   



資料2－3  

ワクチン産業ビジョン（平成19年3月）の要点  

Ⅰ．ワクチン産業ビジョンの背景と現状  

1．ワクチン施策に係る国の関与の必要性   

（1）医療上必要性が高いが、市場性が見込みにくい危機管理的なワクチンに対す  

る社会的需要が高いこと、   

（2）少子化に伴う市場の縮小傾向の中でも、良質な小児医療の稚持■向上にワク  

チンは不可欠であること、  

など、ワクチンは感染症の脅威等に対し、効果的で効率的な対策の柱となるこ  

とを再認識し、国の関与により、将来にわたり我が国において必要なワクチンを  

開発し、安定的に供給する体制を確保すべきである。  

2．ワクチン需要の展望   

（1）危機管理の対応手段として新型インフルエンザワクチンへの期待   

（2）欧米で使用されている新しいワクチンに対する臨床現場の期待  

※例：不活化ポリオワクチン、Hib［ヘモフィルス・インフルエンザb］ワクチン、  

ロタウイルスワクチン等   

（3）今後の成人、高齢者領域でのワクチンヘの期待  

※ 例： ヒトパピローマウイルスワクチン、帯状癌疹ワクチン等   

（4）現在のワクチンを改良し、有用性を向上させる期待。  

※ 例：経鼻インフルエンザウイルスワクチン等  

3．感染症対策を支え、社会的期待に応える産業としていく上での課題   

（1）ワクチンの基礎研究から臨床研究への橋渡しを通じて、実用化が円滑に進む  

国内体制を構築すること。   

（2）現在のワクチン市場は小さくても、ワクチン市場の将来性を見通しつつ、戦  

略的に新開発に投資できる体力のある産業への構造転換を図ること。   

（3）国民の理解を得て、ワクチン市場を安定した成長の見込めるものとしていく  

ことを通じた国内製造体制の確保  

Ⅱ．アクションプラン  （新しいワクチンを生み出す活力のある産業の形成にむけて）  

1．基礎研究から実用化（臨床開発）への橋渡しの促進   

（1）基礎研究については、研究開発における官民の連携と研究機開聞の連携の促  

進（官民共同の政策創薬研究の推進や研究機関協議会の形成）   

（2）日本医師会「大規模治験ネットワーク」の活用等、医療実践者が参画した対  

応の推進  

※ 取組み状況：新型インフル工ンザワクチンの治験に日本医師会が協力。   



2．関係企業の戦略的連携による臨床開発力の強化を図り、国際競争力  

のあるワクチン生産基盤を確保   

（1）研究開発企業との連携によるニーズに合った新ワクチンの臨床開発力の強化  

と開発の効率化   

（2）新ワクチンによる競争力強化、収益構造の転換による事業の安定化と国内製  

造体制の確保。   

（3）外国企業との協力の促進（シーズの導入、外国市場への展開）  

3．新型インフルエンザなどの危機管理上必要だが民間の採算ベースに  

乗りにくいワクチンに対する国の税制、研究開発助成等の支援。  

※取組み状況：オーファン制度の対象として位置づけ、税制上の優遇措置（平成  

18年度から）。  

4．疾病のまん延に備えた危機管理的なワクチンの生産体制の確保のた  

めの国の支援  

※取組み状況：新型インフルエンザワクチンの生産体制（鶏卵等）に対する補助  

（平成17年度）、製造されたワクチンは、プレパンデミックワクチ  

ンとして国が買い上げて備蓄（平成18年度）。また、今後のさらな  

る製造のために平成18年度予備費で所要の経費を措置。  

5． ワクチンの薬事承認・実用化に向けた制度基盤の整備   

（り ワクチンの治験・承認審査に有用な試験実施に係るガイドライン作成   

（2）治験相談、審査に係る体制の質一量両面にわたる一層の充実  

6． ワクチンの需給安定化のため調整機能の整備   

（1）感染症疫学的なデータに基づく需要予測と需給調整機能の確保   

（2）危機管理に強い地域ブロック単位の在庫管理・配送ネットワーク体制の準備   

（3）需給安定化のための必要量を一定程度予備的に生産・確保することにつき、  

受益する関係者によって幅広く社会的に支えていくことへの合意形成。（通常  

期インフルエンザワクチン）  

7． ワクチンの普及啓発  

ワクチンの意義や重要性についての正確で分かりやすい情報が、国民に幅広く提   

供される等の普及啓発活動に加え、有用性を総合的に評価する医療経済学的な調査   

分析を推進し、国民がワクチンの意義を理解する上で活用できるよう関係者が協力。  

Ⅱ．今後の対応  

の場の設定   フォローアツ  

ビジョンの実現に向けて、有識者による意見交換・検討の場を設置し、施策の進行  

状況をフォローアップするとともに、個別のワクチンのニーズに基づく、開発・治験  

にかかる具体的な計画等を検討し、関係者が協力して実施に取り組んでいく体制を構  

築する。  

J■  丁‾て釘   



資料3－1   
予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の  

救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要  
法改正の目的  

当面の緊急措置として、今回の「新型インフルエンザ（A／HINl）」及び今後これと同等の新たな「病原  
性の高くない新型インフルエンザ」が発生した場合の予防接種対応を万全にする。   

法改正の必要性  

Å／H川1に係る予防接種事業の位置付けの明確化  

○ 現在の「新型インフルエンザ（A／HINl）ワクチン接種事業」について  

「新型インフルエンザ（A／HINl）」はここ数十年来初めて直面する健康危機事態。予防接種に係る法的整備も不十分。   
→・事態の緊急性にかんがみ、臨時応急的に国が実施  

・実務は、住民に身近で、予防接種実務に精通した都道府県及び市町村が担っているが、法的位置付けが不明確  

＝〉今回の「新型インフル工ンザ（A／＝1Nl）」及び今後同様の事態が生じた場合に行う予防接種が、  住民に身近で、予  
接種実務に精通した柳円滑に実施できるようにすることが必要。  

健康被害救済の給付水準の引上げ  

O「新型インフルエンザ（A／HINl）」予防接種に係る健康被害救済給付について、予防接種法上明確に位置付け、   
給付水準を引き上げる。   

・法律上の「公的な関与の程度」（接種の努力義務や行政による勧奨）を「二転定期接種（季節性インフルエンザ）   

（接種の努力義務・行政による勧奨なし）より引き上げる。  

＝〉「新型インフルエンザ（A／HINl）」に係る新たな臨時接種は、勤星空皇を行うこととし、これに伴い健康被害救済  
の給付水準を引き上げる。  

☆予防接種法の抜本見直し（対象疾病の拡充、健康被害救済措置のあり方、責用負担のあり方、評価・検討  
組織のあり方など）は、引き続き、厚生科学審議会予防接種部会で蓋畳。   



法改正の主な内容  

1．新たな臨時接種の創設  
○基本的な枠組み   

・「新型インフルエンザ（A／HINl）」及び今後生じうる「病原性の高くない新型インフルエンザ」に対応する新たな臨   

※本改正施行に伴い現在の新型インフルエンザ（A／HINl）ワクチン接種事業を廃止し、この枠組みに移行  
した市町村が実施  ・都道府県の協力のもと、住民に身近で、かつ、インフルエンザ予防接種の実務に精通  

（国はワクチンの供給等について必要な措置を講ずる）  

○公触関与  

・対象者に接種を受ける努力義務は課さないが、行政は接種を重けるよう「  

○儀農機書救済の給付水準の引書上げ（政令事項）  

インフルエンザ）並み）よ七  ・公的関与の程度を踏まえ「新型インフルエンザ（〟HINl）ワクチン  

の  引き上げ（現行の臨時接種等とこ類定期接種との間  

のぼって引き上げ  減免分  低所得   低所得者を除き   

実費徴収可能  ○奥書徴収  
国 都道府県 市町村  
1／2   1／4   1／4  ・低所得者を除き、接種対象者から実費徴収可能  

ワクチン接種事業  ○費用負担翳舎  

・国1／2、都道府県1／4、市町村1／4  、  

2．国の責任によるワクチン確保  

○ 政府は、新型インフルエンザワクチンの確保のため、特例承認を受けた製造販売業者と損失補償契約を締結できることとする。  

（5年間の時限措置）  

※ そのほか、新型インフルエンザに係る  高齢者以外を対象に実施できるようにする。（新たな臨時接種が終了した際に、定期接種に移行するか判断）  

3．施行期日  

享01については公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日、2については公布日  

※検討規定として予防接種の在り方等の総合的検討、損失補償契約の規定に係る5年以内の検討を行うこととしている。   



新たな臨時接種に係る健康被害救済の給付額（政令事項）  

○現在の新型インフル工ンザ（A／HINl）接種事業についても新たな臨時接種と同額に遡及して引き上げる予定  

注1）金線は千の位を四捨五入して示した。  

注2）現行の臨時接種及び一類疾病の定期接種並びに新たな臨時接種の障害児養育年金及び障害年金について  
は、上表とは別に介護加算（1級：84万円、2級：56万円）がある。また、特別児童扶養手当、障害基礎年金等  
を受給している場合併給調整がある。  

注3）医療費、医療手当、葬祭料は同じ額なため省略している（ただし、二類疾病の定期接種等は通院は対象外）。   



予防接種法及び新型インフルエンザ予  

防接種による健康被害の救済等に関す  

る特別措置法の一部を改正する法律案   



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
 
 

正
す
る
法
律
案
要
綱
 
 
 

第
一
改
正
の
趣
旨
 
 
 

我
が
国
に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
実
施
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
 
 
 

新
た
な
臨
時
の
予
防
接
種
の
実
施
方
法
を
定
め
る
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
 
 

第
二
 
予
防
接
種
法
の
一
部
改
正
 
 
 

一
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 
 

1
 
臨
時
の
予
防
接
種
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
二
類
疾
病
の
う
ち
当
該
疾
病
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣
 
 

が
定
め
る
も
の
の
ま
ん
延
予
防
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
対
象
者
及
び
そ
の
期
日
又
は
期
間
 
 

を
指
定
し
て
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
通
じ
て
市
町
村
長
に
対
し
、
臨
時
に
予
防
接
種
 
 

を
行
う
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
 
 

府
県
の
区
域
内
で
円
滑
に
当
該
予
防
接
種
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
当
該
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
す
る
も
の
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、 

チ
ン
の
供
給
等
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
四
項
関
係
）
 
 
 

2
 
予
防
接
種
の
勧
奨
 
 

市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
一
類
疾
病
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に
対
し
 
 

当
該
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
対
象
者
が
十
六
歳
末
滞
の
者
又
は
成
 
 
 

年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
 
 

こ
と
。
（
第
七
条
の
二
関
係
）
 
 

3
 
被
接
種
者
等
の
責
務
 
 
 

）
 
 
 
予
防
接
種
を
受
け
る
よ
う
努
め
る
責
務
を
、
1
の
1
の
予
防
接
種
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
 
（
 
 

と
。
（
第
八
条
関
係
）
 
 
 

二
 
費
用
負
担
に
関
す
る
事
項
 
 

l
 
費
用
の
負
担
 
 

と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
三
項
関
係
）
 
 

）
 
 
 

国
は
、
臨
時
の
予
防
接
種
（
1
の
予
防
接
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
ワ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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）
 
 

一
の
1
の
1
の
予
防
接
種
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
は
、
市
町
村
が
支
弁
し
、
そ
の
費
用
の
四
分
の
一
を
都
道
府
 
（
 
 
 

県
が
、
二
分
の
一
を
国
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
こ
と
。
．
（
第
二
十
二
条
第
二
項
関
係
）
 
 

2
 
実
費
の
徴
収
 
 
 

）
 
 

一
の
1
の
1
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
を
 
（
 
 
 

除
き
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
関
係
）
 
 
 

三
 
事
務
の
区
分
に
関
す
る
事
項
 
 
 

）
 
 
 

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
一
の
1
の
1
の
予
防
接
種
の
実
施
に
係
る
事
務
は
地
 
 

（
 
 
 

方
自
治
法
の
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
関
係
）
 
 
 

四
 
損
失
補
償
契
約
に
関
す
る
事
項
 
 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
を
限
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
、
世
 
 

界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
っ
迫
し
、
又
は
ひ
っ
迫
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
国
民
の
 
 

生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
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ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
購
入
契
約
を
締
結
す
る
製
造
販
売
業
者
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
製
 
 
 

造
販
売
に
つ
い
て
、
薬
事
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
特
例
承
認
）
 
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
 
 

る
も
の
に
限
る
。
）
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
 
 

る
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
 
 

等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
性
質
等
を
踏
ま
え
国
が
補
償
す
る
こ
と
が
必
要
な
損
失
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
 
 

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
ま
た
、
購
入
契
約
（
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
締
結
す
る
場
 
 

合
に
は
閣
議
の
決
定
を
、
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
（
附
則
 
 

第
六
条
関
係
）
 
 
 

第
三
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
 
 
 

一
題
名
を
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
と
す
る
こ
と
。
 
 

二
 
独
立
行
改
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
の
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
政
令
の
規
定
を
参
酌
し
て
、
給
付
の
額
、
 
 

支
給
方
法
そ
の
他
給
付
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
政
令
で
定
め
る
旨
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）
 
 

三
 
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
と
の
補
償
契
約
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。
（
第
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十
一
条
関
係
）
 
 
 

第
四
 
附
則
 
 
 

一
 
施
行
期
日
 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
一
か
ら
三
ま
で
、
第
三
の
二
及
び
第
四
の
二
に
つ
 
 
 

い
て
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
 
 
 

こ
と
。
（
改
正
法
附
則
第
一
条
関
係
）
 
 

二
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例
 
 
 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
う
ち
臨
時
の
予
防
接
種
の
対
象
と
し
た
も
の
及
び
今
回
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
 
 
 

に
つ
い
て
は
、
予
防
接
種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
条
の
イ
ン
フ
ル
エ
 
 
 

ン
ザ
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
を
高
齢
者
に
限
定
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
法
附
 
 
 

則
第
三
条
関
係
）
 
 

三
 
検
討
 
 

1
 
政
府
は
、
伝
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
状
況
、
改
正
後
予
防
接
種
法
の
規
定
の
施
行
の
状
況
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等
を
勘
案
し
、
予
防
接
種
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
 
 
 

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
関
係
）
 
 
 

2
 
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
緊
急
時
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
確
保
等
に
関
す
る
国
、
製
造
 
 
 

販
売
業
者
等
の
関
係
者
の
役
割
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
 
 
 

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
関
係
）
 
 
 

四
 
経
過
措
置
等
 
 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
 
 
 

と
す
る
こ
と
。
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予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
 
 

正
す
る
法
律
 
 

（
予
防
接
種
法
の
一
部
改
正
）
 
 

第
－
条
 
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

目
次
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。
 
 

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
 
 

3
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
二
類
疾
病
の
う
ち
当
該
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
も
の
の
ま
ん
延
予
防
上
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
対
象
者
及
び
そ
の
期
日
又
は
期
間
を
指
定
し
 
 
 

て
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
通
じ
て
市
町
村
長
に
対
し
、
臨
時
に
予
防
接
種
を
行
う
よ
う
指
 
 
 

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
で
円
滑
に
当
該
予
防
接
 
 
 

種
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
当
該
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

4
 
国
は
、
第
姦
又
は
前
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
等
に
関
し
必
 
 
 

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

頁  

9   



第
七
条
中
「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
 
 

第
七
条
の
二
 
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
 
 
 

の
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
対
し
、
定
期
の
予
防
接
種
（
第
三
条
第
一
 
 

項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
い
い
、
当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
 
 

当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
市
町
村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
 
 
 

る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
（
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
い
い
、
当
該
予
防
接
種
に
相
当
 
 

す
る
予
防
接
種
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
 
 

ょ
る
指
定
が
あ
つ
た
日
以
後
当
該
指
定
に
係
る
期
日
又
は
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
 
 

以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
対
象
者
が
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
 
 

保
護
者
に
対
し
、
そ
の
者
に
定
期
の
予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
る
 
 
 

こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

第
八
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
（
当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
、
市
町
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村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
定
期
の
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
」
を
「
定
期
の
予
防
接
種
」
に
 
 

、
「
第
六
条
第
姦
に
規
定
す
る
予
防
接
種
（
当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
 
 

定
が
あ
つ
た
日
以
後
当
該
指
定
に
係
る
期
日
又
は
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
以
外
の
者
 
 

に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
臨
時
の
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
」
を
「
臨
時
の
予
防
接
種
（
同
条
第
三
項
に
係
 
 

る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
表
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
 
 

の
又
は
第
六
条
第
逼
に
規
定
す
る
予
防
接
種
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
臨
時
の
予
防
接
種
」
の
下
に
「
（
第
六
条
第
三
 
 

項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。
 
 
 

第
九
条
中
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。
 
 

第
二
十
条
第
三
項
中
「
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
」
の
下
に
「
。
附
則
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
感
染
症
法
」
と
い
 
 

う
。
」
を
加
え
る
。
 
 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
前
条
第
姦
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額
（
第
六
条
第
三
項
 
 

の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」
を
加
え
る
。
 
 

第
二
十
四
条
中
「
第
三
条
第
姦
」
の
下
に
「
又
は
第
六
条
第
三
項
」
を
加
え
る
。
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、 

第
二
十
五
条
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
同
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
 
 

項
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
 
に
改
め
る
。
 
 

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
削
る
。
 
 

第
二
十
八
条
を
附
則
第
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
第
三
十
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
第
三
十
一
条
 
 

を
附
則
第
四
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
削
る
。
 
 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
 
 
 

第
六
条
 
政
府
は
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
 
 
 

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
 
 
 

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
を
限
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
 
 

エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
（
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
 
 
 

ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
世
界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
つ
迫
し
、
又
は
ひ
つ
迫
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
 
 

こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
 
 
 

き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
購
入
契
約
を
締
結
す
る
製
造
販
売
業
者
（
薬
事
 
 

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
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、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
（
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
製
造
販
売
を
い
う
。
 
 

）
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
 
（
当
該
承
認
を
 
 

受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
 
に
限
る
。
）
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
 
 

感
染
症
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
る
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他
 
 

当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
性
質
等
を
踏
ま
え
国
が
補
償
す
る
こ
と
が
必
要
な
損
失
を
政
府
が
補
 
 

償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
（
以
下
「
損
失
補
償
契
約
」
と
い
う
。
）
 
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

2
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
購
入
契
約
（
当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
 
 

て
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
購
入
契
約
に
限
る
。
）
 
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
閣
 
 

議
の
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

3
 
政
府
は
、
損
失
補
償
契
約
の
締
結
前
に
、
当
該
損
失
補
償
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
き
国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
会
の
承
認
を
得
な
い
で
当
該
損
失
補
償
契
約
（
次
項
の
規
定
 
 

に
よ
る
国
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
そ
の
効
力
の
発
生
の
条
件
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

4
 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
国
会
の
承
認
を
得
な
い
で
損
失
補
償
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
政
府
は
、
速
や
か
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に
、
当
該
損
失
補
償
契
約
の
締
結
に
つ
き
国
会
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）
 
 

第
二
条
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
 
 
 

十
八
号
）
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 
 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
 
 
 

目
次
中
「
第
三
章
 
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
通
販
売
業
者
と
の
補
償
契
約
（
第
十
一
条
）
」
を
削
 
 
 

る
。
 
 
 

第
】
条
中
「
と
と
も
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
使
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
等
 
 

に
よ
り
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
等
に
生
ず
る
損
失
に
つ
い
て
政
府
が
補
償
す
る
」
を
削
 
 

り
、
「
の
円
滑
な
実
施
」
を
「
に
よ
る
健
康
被
害
の
迅
速
な
救
済
」
に
改
め
る
。
 
 

第
二
条
第
四
項
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
章
を
削
る
。
 
 
 

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
」
の
下
に
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
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（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
 
 

第
二
条
 
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
 
 
 

康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 
 

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例
）
 
 

、 

号
）
 
」
 
を
加
え
る
。
 
 

附
 
則
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 
 

第
一
条
 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
予
防
接
種
法
第
六
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
 
 

同
法
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
八
条
、
第
九
条
、
第
二
十
二
条
第
二
 
 

項
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
中
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
 
 
 

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
条
第
二
項
を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
 
 

条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
 
 
 

る
。
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第
三
条
 
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ
っ
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
 
 
 

律
第
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
．
て
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
第
〓
号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
 
 
 

ン
ザ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十
一
年
四
月
 
 
 

二
十
八
日
に
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
い
う
 
 

。
）
、
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
 
 

ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
 
 

係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
（
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）
の
う
ち
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
 
 

種
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法
（
以
下
「
改
正
後
予
防
接
種
法
」
と
い
う
。
）
第
 
 
 

六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
も
の
及
び
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
 
 
 

に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
 
 
 

と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
の
 
 

ぅ
ち
改
正
後
予
防
接
種
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
も
の
に
係
 
 

る
改
正
後
予
防
接
種
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
の
予
防
接
種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
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十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
あ
る
の
 
 

は
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
 
 

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
該
当
 
 

す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日
に
 
 
 

そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
い
う
。
）
、
予
防
 
 

接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
 
 

律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
 
 
 

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
二
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
た
 
 

だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
 
 
 

る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
 
 

も
の
（
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）
 
の
う
ち
平
成
二
十
二
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
 
 

種
法
第
六
条
第
一
項
又
は
平
成
二
十
二
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
 
 
 

「
改
正
後
予
防
接
種
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 

定
め
た
も
の
及
び
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
 
 

17   



に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
の
う
ち
改
正
後
予
防
接
種
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
 
 
 

規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
 
 
 

の
は
 
「
新
法
第
三
条
第
一
項
」
 
と
す
る
。
 
 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）
 
 
 

第
四
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

別
表
第
】
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
項
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
 
 
 

で
」
に
改
め
、
「
同
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。
 
 
 

（
住
民
基
本
台
帳
法
及
び
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
の
一
部
改
正
）
 
 

第
五
条
 
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
 
 
 

法
」
を
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。
 
 

一
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
の
項
 
 
 

二
 
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
九
条
の
二
（
見
出
し
 
 

一
〇
頁
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を
含
む
。
）
 
 

（
検
討
）
 
 

第
六
条
 
政
府
は
、
伝
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
状
況
、
改
正
後
予
防
接
種
法
の
規
定
の
施
行
の
状
況
 
 
 

等
を
勘
案
し
、
予
防
接
種
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
緊
急
時
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
確
保
等
に
関
す
る
国
、
製
造
販
売
 
 

業
者
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
姦
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
 
 
 

を
い
う
。
）
等
の
関
係
者
の
役
割
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
 
 
 

講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
政
令
へ
の
委
任
）
 
 
 

第
七
条
 
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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○
 
予
防
接
種
法
 
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
 
抄
 
 
 

（
第
一
条
関
係
）
 
 

予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
 
 

対
照
条
文
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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第
七
条
の
二
 
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
 
 

第
八
条
 
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
 
 

2
 
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
対
象
者
が
十
六
歳
末
滞
の
者
又
 
 

疾
病
に
係
る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
 
（
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
 
 

第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
い
い
、
当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
 
 

若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
予
防
 
 

接
種
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
 
 

り
健
康
状
態
を
調
べ
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
と
し
 
 

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
 
 

対
し
て
当
該
予
防
接
種
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
条
第
一
項
又
は
第
 
 

定
す
る
予
防
接
種
を
い
い
、
当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
と
し
て
厚
 
 
 

種
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
市
町
村
 
 

長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
で
あ
つ
て
一
類
 
 

三
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
対
し
、
定
期
の
予
防
接
種
 
（
第
三
条
 
 

わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
受
け
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
 
 

■
 
 

引
。
 
 

三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
つ
た
日
以
後
当
該
指
定
に
係
る
期
日
又
は
期
間
 
 

予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
 
 

種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
 
（
同
条
第
三
項
に
 
 

せ
る
こ
と
を
勧
奨
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
さ
 
 

は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
そ
の
者
に
定
期
の
 
 

の
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
 
 

の
又
は
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
は
、
定
期
の
予
防
按
 
 

第
八
条
 
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
 
 

（
新
規
）
 
 

に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
よ
う
 
 

と
す
る
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
健
康
状
態
を
調
 
 

べ
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
 
 

で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
当
該
予
防
 
 

接
種
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

に
規
定
す
る
予
防
接
種
 
（
当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
、
 
 

の
又
は
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
は
、
第
三
条
第
一
項
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第
二
十
二
条
 
（
略
）
 
 

第
二
十
条
 
（
略
）
 
 

2
 
（
略
）
 
 

3
 
当
該
疾
病
に
つ
い
て
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
 
 

第
九
条
 
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
は
 
 

2
 
前
項
の
対
象
者
が
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
 
 
 

そ
の
保
護
者
は
、
そ
の
者
に
定
期
の
予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
 
 

「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
 
 
 

る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
が
作
成
さ
れ
る
と
き
は
、
指
針
は
、
当
該
特
定
感
染
 
 
 

症
予
防
指
針
と
一
体
の
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
 
（
略
）
 
 

、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
予
防
接
 
 

種
の
実
施
事
務
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

関
す
る
法
律
 
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
附
則
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
 
 

さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

係
る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
受
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
 
 （
第
六
条
第
三
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
受
け
 
 

、 

第
二
十
条
 
（
略
）
 
 

2
 
（
略
）
 
 

3
 
当
該
疾
病
に
つ
い
て
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
 
 
 

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

り
同
項
に
規
定
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
が
作
成
さ
れ
る
と
き
は
、
指
針
は
 
 

当
該
特
定
感
染
症
予
防
指
針
と
一
体
の
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
 
 
 

ら
な
い
。
 
 

4
 
（
略
）
 
 

第
二
十
二
条
 
（
略
）
 
 

第
九
条
 
都
道
府
県
知
事
又
は
保
随
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
は
 
 

、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
l
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
実
施
事
務
を
 
 
 

保
健
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
 
 

は
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
の
対
象
者
が
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
 
 

成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
そ
の
者
に
定
期
の
予
防
接
 
 

種
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
る
た
 
 

め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

定
す
る
予
防
接
種
 
（
当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
で
あ
つ
て
、
同
項
 
 

市
町
村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
定
期
の
予
防
按
 
 

種
」
と
い
う
。
）
 
で
あ
つ
て
一
類
疾
病
に
係
る
も
の
又
は
第
六
条
第
一
項
に
規
 
 

る
も
の
を
含
む
。
以
下
 
「
臨
時
の
予
防
接
種
」
 
と
い
う
。
）
 
を
受
け
る
よ
う
努
 
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

了
の
日
ま
で
の
間
に
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
以
外
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
 
 

の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
つ
た
日
以
後
当
該
指
定
に
係
る
期
日
又
は
期
間
の
満
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第
二
十
五
条
 
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
 
 

第
二
十
四
条
 
第
三
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
 
 
 

行
っ
た
者
は
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
政
令
の
定
め
 
 
 

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
 
 
 

者
が
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
 
 
 

め
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

第
二
条
 
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
三
十
六
月
以
上
の
者
で
、
腸
チ
フ
ス
又
は
 
 
 

パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
 
 

附
 
則
 
 

矧
」
．
剋
 
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
 
 
 

但
し
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
施
行
の
期
日
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
 
 
 

月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
各
規
定
に
つ
き
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
 
 

2
 
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
 
 

（
削
除
）
 
 

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
 
 

条
第
一
項
、
第
十
四
条
判
明
吋
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
 
 

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
 
 

六
十
七
号
）
 
第
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
法
定
受
託
事
務
と
す
 
 

る
。
 
 

も
の
に
限
る
。
）
 
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額
の
 
 

四
分
の
三
を
負
担
す
る
。
 
 

り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額
 
 （
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
に
係
る
 
 

第
二
十
八
条
 
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
 
 
 

る
。
但
し
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
施
行
の
期
日
は
、
昭
和
二
十
四
 
 
 

年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
各
規
定
に
つ
き
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
 
 

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
 
削
除
 
 

第
二
十
四
条
 
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
は
、
予
防
 
 
 

接
種
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
保
護
者
か
ら
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
 
 
 

実
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
経
済
的
理
由
 
 
 

に
よ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
こ
の
限
 
 
 

り
で
な
い
。
 
 

第
二
十
九
条
 
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
三
十
六
月
以
上
の
者
で
、
腸
チ
フ
ス
 
 
 

又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
第
十
二
条
第
一
 
 

第
二
十
五
条
 
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
 
 
 

る
事
務
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
 
 
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
 
 
 

方
自
治
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
 
第
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
 
 
 

定
す
る
第
二
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
 
 

2
 
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

り
市
町
村
の
支
弁
す
る
額
の
四
分
の
三
を
負
担
す
る
。
 
 

附
 
則
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第
五
条
 
種
痘
法
（
明
治
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
 
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
 
 

。
但
し
、
こ
の
法
律
施
行
前
に
な
し
た
違
反
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
 
 
 

〕   

従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 

2
 
こ
の
法
律
施
行
前
種
痘
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
第
一
期
種
痘
は
、
 
 
 

こ
れ
を
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 
 

3
 
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
小
学
校
に
入
学
し
て
い
る
者
で
、
種
痘
法
第
一
条
の
 
 

第
四
条
 
第
十
四
条
施
行
の
際
生
後
六
月
以
上
の
者
で
結
核
の
予
防
接
種
を
受
け
 
 
 

た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
み
な
 
 
 

す
。
 
 

2
 
第
十
四
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
か
ら
三
十
才
に
至
る
迄
の
者
で
結
核
の
予
 
 
 

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
結
核
 
 
 

の
予
防
接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第
一
項
を
準
用
す
る
。
 
 

第
三
条
 
第
十
三
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
か
ら
生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
の
 
 
 

者
は
、
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
百
日
せ
き
の
予
防
接
種
を
受
け
な
け
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
は
、
第
十
三
条
第
一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
 
 
 

た
者
と
み
な
す
。
 
 

一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
 
 

2
 
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
四
十
八
月
か
ら
六
十
歳
に
至
る
ま
で
の
者
で
、
 
 
 

腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令
 
 
 

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
三
十
二
条
 
種
痘
法
（
明
治
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
 
は
、
こ
れ
を
廃
止
 
 
 

す
る
。
但
し
、
こ
の
法
律
施
行
前
に
な
し
た
違
反
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
 
 
 

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 
 

2
 
こ
の
法
律
施
行
前
種
痘
法
第
一
粂
の
規
定
に
よ
り
行
つ
た
第
一
期
種
痘
は
、
 
 
 

こ
れ
を
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 
 

3
 
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
小
学
校
に
入
学
し
て
い
る
者
で
、
種
痘
法
第
一
条
の
 
 

第
三
十
一
条
 
第
十
四
条
施
行
の
際
生
後
六
月
以
上
の
者
で
結
核
の
予
防
接
種
を
 
 
 

受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
 
 
 

み
な
す
。
 
 

2
 
第
十
四
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
か
ら
三
十
才
に
至
る
迄
の
者
で
結
核
の
予
 
 
 

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令
の
定
む
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
結
核
 
 
 

の
予
防
接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第
一
項
を
準
用
す
る
。
 
 

第
三
十
条
 
第
十
三
条
施
行
の
際
、
生
後
六
月
か
ら
生
後
二
十
四
月
に
至
る
ま
で
 
 
 

の
者
は
、
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
百
日
せ
き
の
予
防
接
種
を
受
け
な
 
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
は
、
第
十
三
条
第
二
号
の
予
防
接
種
を
受
け
 
 
 

た
者
と
み
な
す
。
 
 

項
第
一
号
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
 
 

2
 
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
生
後
四
十
八
月
か
ら
六
十
歳
に
至
る
ま
で
の
看
で
、
 
 
 

腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
者
は
、
省
令
 
 
 

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
腸
チ
フ
ス
又
は
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接
種
を
受
け
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
前
項
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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第
六
条
 
政
府
は
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
 
 

（
削
除
）
 
 

製
造
販
売
を
い
う
。
）
 
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
 
 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
購
入
契
約
を
締
結
す
る
製
造
販
 
 

な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
 
 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
る
予
防
接
種
に
よ
る
健
 
 

売
業
者
 
（
薬
事
法
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
 
第
十
二
条
第
一
項
 
 

健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
 
 

規
定
に
よ
る
第
二
期
種
痘
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
市
町
村
長
は
、
期
 
 

日
を
指
定
し
て
種
痘
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他
当
該
新
型
 
 

れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
 
 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
性
質
等
を
踏
ま
え
国
が
補
償
す
る
こ
 
 

る
も
の
を
含
む
。
）
 
に
限
る
。
）
 
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
購
入
契
約
に
係
る
 
 

り
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
 
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
 
 

二
十
二
年
法
律
第
 
 

号
）
 
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
を
限
り
、
新
型
イ
ン
 
 

の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
 
 

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
 
（
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
 
 

ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
 
（
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
 
 

つ
い
て
、
世
界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
つ
迫
し
、
文
は
ひ
つ
迫
す
る
お
そ
 
 

第
三
十
三
条
 
伝
染
病
予
防
法
 
（
明
治
三
十
年
法
律
第
三
十
六
号
）
 
の
一
部
を
次
 
 

（
新
規
）
 
 

法
に
要
す
る
諸
費
」
 
に
改
め
る
。
 
 
 

規
定
に
よ
る
第
二
期
種
痘
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
市
町
村
長
は
、
期
 
 

日
を
指
定
し
て
種
痘
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

及
種
痘
に
要
す
る
諸
費
」
 
を
 
「
市
町
村
に
於
て
施
行
す
る
清
潔
方
法
及
消
毒
方
 
 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 

第
二
十
一
条
第
二
号
中
 
「
市
町
村
に
於
て
施
行
す
る
清
潔
方
法
、
消
毒
方
法
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○
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
 
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
 
抄
 
 
 

（
第
二
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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（
政
令
へ
の
委
任
）
 
 

第
五
条
 
（
略
）
 
 

（
削
除
）
 
 

第
十
一
条
 
政
府
は
、
 
 

（
政
令
へ
の
委
任
）
 
 

第
五
条
 
（
略
）
 
 

2
 
前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
 
 

4
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
 
「
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
 
 

者
を
相
手
方
と
し
て
、
 
 

失
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
 
 

造
販
売
を
い
う
。
）
 
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
 
 

第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
 
 

れ
る
請
求
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
り
当
該
相
手
方
 
 

規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
を
参
酌
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

売
業
者
」
 
と
は
、
薬
事
法
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
 
第
十
二
条
 
 
 

同
法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
政
令
及
び
同
条
第
三
項
の
 
 
 

十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
副
作
用
救
済
給
付
に
係
る
 
 

も
の
を
含
む
。
）
 
を
い
う
。
 
 

同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
 
（
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
 
 

入
契
約
を
締
結
す
る
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
 
 

の
他
当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
 
 

ン
の
国
内
に
お
け
る
使
用
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
そ
 
 
 

フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
 
 

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
 
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
 
 

第
三
章
 
特
例
承
認
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
と
 
 

の
補
償
契
約
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
購
 
 
 

当
該
購
入
契
約
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
 
 

の
政
令
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
は
 
 

（
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
製
 
 

エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
に
関
し
て
行
わ
 
 
 

及
び
そ
の
関
係
者
に
生
ず
る
損
 
 
 

エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
 
 

で
き
る
。
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規
定
す
る
副
作
用
救
済
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
又
は
感
染
救
済
給
付
（
 
 
 

同
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
感
染
救
済
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

の
請
求
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
 
 
 

給
付
の
請
求
と
み
な
す
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
前
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
適
用
 
 
 

等
）
 
 

第
二
条
 
（
略
）
 
 

2
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
 
 

エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
、
 
 
 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
対
 
 
 

し
て
さ
れ
て
い
る
副
作
用
救
済
給
付
（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
 
 

機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
一
 
 

言
下
）
 
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
前
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
適
用
 
 
 

等
）
 
 

第
二
条
 
（
略
）
 
 

2
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
 
 

エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
、
 
 
 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
対
 
 
 

し
て
さ
れ
て
い
る
副
作
用
救
済
給
付
（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
 
 
 

機
構
法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
副
作
用
救
済
給
付
を
い
う
。
 
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
又
は
感
染
救
済
給
付
（
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
感
 
 
 

染
救
済
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
請
求
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
 
 
 

さ
れ
た
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
請
求
と
み
な
す
。
 
 

3
 
 
（
略
）
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○
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
 
抄
 
 
 

（
附
則
第
四
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

別  

（   
法 予    （  法   表  

）   

第  

第按  
六種  
十法  
八（  第  

号 昭  
）型  口        ‾7ラ‘  

法  改  
′・・⊥・「■       疋  
受  

亭  
託 事  

務  
垂・  と 規 第 項 と 定 第  車  事    さ定十及さに六 れに四びれよ条   務  垂  正  

てよ条第てり第  
いり並三い都一  哀  

る市び項る道項 事町に、事府か  関  

務村第第務県ら  
案  

が十十並が第  

処五－び処三  
理条条に理項  
す第第同すま  
る一一条るで  
こ項項第この  
との、一と規  

別  

法 予    （  法   表 第    律 防  略  律    第按  

）  
六種  
十法  
八（  

第  

号 昭  
）型  国        ‾巧‾  現  

法  
ノーLl－       疋  

託 事  

務  

垂   

さ 定 第 に 理 第    （  事    れ に 十 同 す 六  略  務  車    て よ 四 条 る 条    ）  

いり条第この  

る市及－と規 事町び項と定  
関  

務村第、さに  
が十第れよ  
処五十てり  

行  

理条一い都  
す第条る道  

る一第事府  
こ項一務県  
との項並が  
と規、び処  
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○
 
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
 
抄
 
 
 

（
附
則
第
五
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

別  

（ 略  

五 十  

＼＿′  

七  

を  
の  受  

け る  

厚  国 の  
生  

労 働  

機 関  
改  

の 七  
省   

又 は  
埜  

／一‾■■＼ 埜  務付号置る新 省の）法健型  

事  
務  

正  

令支に（康イ  
で給よ平被ン  
定にる成害フ  

め関同二のル  
るす法十救エ  
もる第一済ン  案  

の幸三年にザ  

務条法関予  

で第律す防  

あ一第る接  
つ項九特種  
ての十別に  
総給八措よ   

別  
五 十  
七  

を  
の  受  

け る  

厚  
生  国 の  現  

労 働  

機 関  

の 七  
省   

又 は  
埜  

総 給 八 括 る 新  （  事  
垂          略  務  

）  

令支に（被ン  
で給よ平害フ  

定にる成のル  
め関同二救エ  
るす法十済ン  
もる第一等ザ  行  

の事三年に予  

務条法関防  

で第律す接  
あー第る種  
つ項九特に  

，ての十別よ  
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○
 
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
 
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
 
抄
 
 
 

（
附
則
第
五
条
関
係
）
 
 

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
 
 
 

樹
画
倒
と
の
適
用
関
係
の
調
整
）
 
 

第
十
九
条
の
二
 
副
作
用
救
済
給
付
又
は
感
染
救
済
給
付
は
、
第
十
六
条
第
二
項
 
 
 

（
第
二
十
条
第
t
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
に
定
め
る
も
の
の
 
 
 

ほ
か
、
そ
の
者
の
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
 
 

被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
 
の
 
 

施
行
の
日
以
後
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
 
 

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
 
 

ン
ザ
予
防
接
種
」
 
と
い
う
。
）
 
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
及
び
 
 

当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
同
日
前
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
っ
た
新
型
イ
ン
 
 

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
疾
 
 

病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
 
 

合
は
、
行
わ
な
い
。
 
 

よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
 
 

附
 
則
 
 

別
措
置
法
と
の
適
用
関
係
の
調
整
）
 
 

第
十
九
条
の
二
 
副
作
用
救
済
給
付
又
は
感
染
救
済
給
付
は
、
第
十
六
条
第
二
項
 
 
 

（
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
に
定
め
る
も
の
の
 
 
 

ほ
か
、
そ
の
者
の
医
薬
品
の
副
作
用
又
は
生
物
由
来
製
品
を
介
し
た
感
染
等
に
 
 

被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
 
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
 
 

の
施
行
の
日
以
後
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
 
 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
新
型
イ
ン
フ
ル
 
 

エ
ン
ザ
予
防
接
種
」
 
と
い
う
。
）
 
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
及
 
 

び
当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
同
日
前
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
っ
た
新
型
イ
 
 

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
 
 

疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
 
 

場
合
は
、
行
わ
な
い
。
 
 

よ
る
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
 
 

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
 
 

附
 
則
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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厚生労働省  

ひと、＜らし、みらいのだめに   

晰鹿町か如拙∴ぬM卸椚相加  Press Release  

平成22年2月18日  

厚生労働省健康局結核感染症課  

照会先：江浪  

（電 話）   

代表 03－5253－1111  

（内線 2373）   

直通 03－3595－2257  

報道関係者 各位  

ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン関連の健康障害について   

平成22年2月17日、兵庫県神戸市より、ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン関連の健康  

障害について、別添の通り情報提供がございましたので、お知らせいたします。  

なお、患者の個人情報については、特段のご配慮をお願いいたします。   



資料提供（平成22年2月18日）  

保健福祉局保健所予防衛生課 白井・内野  

TEL：078－322－6798 内線 3437  

ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン関連の健康障害事例について   

神戸市内における、ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン関連の健康障害事例に  
ついてお知らせします。   

なお、報道に際しては、ご本人やご家族のプライバシー に十分配慮していた  
だくとともに、ご家族ならびに医療機関への取材についてはご遠慮いただくよ  
うお願いします。  

1．患者概要  

神戸市在住の9か月児（男児）  

2．経過  

平成21年12月 28日  発熱（38．5度）  

受診（感冒の診断、解熱）  

つかまり立ちができなくなる  

母親が、はいはいする時に下半身が動い  

ていないことに気づく  

筋緊張低下と下肢の麻痩のため入院  

受診（検査のため）  

入院（治療のため）  

この間に病院から保健所に相談がある  

検便の結果、ポリオウイルスⅢ型と同定  

ポリオ（急性灰白髄炎）と診断  

神戸市環境保健研究所において分離され  

たウイルスを、国立感染症研究所におい  

て「ワクチン株」か「野生株」かを精査  

した結果、Ⅱ型ワクチン株と同定  

平成22年1月  

平成22年1月  

平成22年1月  

平成22年1月  

平成22年1月  

平成22年1月  

1日   

4 日   

5 日  

7日～1月17日  

21日  

27 日～2月 2 日  

平成22年2月 5日  

平成22年2月17日  

3．ポリオワクチン接種歴  

なし  

（平成21年11月のポリオワクチン集団接種は体調不良のため未接種）  

4．現症状  

全身状態は良好で右下肢の麻痺は改善したが、左下肢の麻療は現在も残  

っている。  

5．その他  

本件はポリオ生ワクチン接種時に体調不良のためにワクチン接種を受  

けることができなかった児が、ワクチン由来のポリオウイルスに感染し  

た極めてまれな事例です。   

患者さんと瑚不良の方  

は見つかっていないことから、周辺への感染拡大の危険性はないと考え  

られますが、引き続き健康状態の確認を行っていきます。  

2   



ポリオは、ワクチンで防ぐことができる病気です。ポリオワクチン接  

踊れてし、ま  

すタ 今後も、ポリオワクチン接種を引き続き進めて参りますが、まだポ  

リオワクチンを受けていらっしやらない方は、接種をされることをお勧  

めします。  

う一 
◆ポリオ（慧鞋炭岩誌論について   

ポリオはポリオウイルスに感染して起こる病気です。ポリオウイルスに感染しても、多く  

の場合、病気としての明らかな症状はあらわれずに、知らない間に免疫（その後、ポリオに  

感染しない抵抗力）ができます。しかし、ウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に  

麻嫁があらわれることがあり、多くの場合、その麻痺は一生残ります。成人が感染すること  

もありますが、1～2歳の子どもがかかることが多かったので、かつてはポリオのことを「脊  

髄性小児麻痩（略して「小児マヒ」）とも呼んでいました。  

（症 状）   

ポリオウイルスに感染しても90～95％は、感染後も無症状で終わります。4～8％はカゼ  

のような症状（発汗、下痢、便秘、悪心、嘔吐などの胃腸症状や咽頭痛、咳などの呼吸器症  

状など）にとどまります。感染者の0．1％に麻痩症状が現れます（麻痺型ポリオ）。   

麻痺型ポリオでは、1～2日のカゼ症状の後、解熱に前後して急性のだらんとした麻痺が  

起こります。麻痺は下肢に起きることが多いです。   

麻痺型ポリオの約50％が筋拘縮や運動障害などの永続的後遺症を残します。その他、嘩  

下障害や発語障害、呼吸障害が現れることがあります。死亡例のほとんどは急性呼吸不全に  

よるもので、死亡率は麻痺型となった小児の約4％です。  

（日本の現状）   

日本では、1960年代にポリオ生ワクチン接種が始まり、1970年代には麻痺患者はほとん  

ど見られなくなり、1980年（昭和55年）の1例を最後にポリオの自然感染（野生株のポリ  

オウイルスによる感染）による患者発生はありません。   

ポリオワクチンは、安全性と有効性が広く認められており、世界の多くの国で使われて  

いますが、病原性を極度に弱めた生きたウイルスを使っているため、ワクチン接種を受けた  

（飲んだ）後、ワクチンを受けた人や周囲の人にポリオにかかった時と同じように手足に麻  

痺が極めてまれ（数百万回に一回）に現れることがあります。   

ポリオワクチンは腸管内で増殖し便から排泄されることから地域内一斉接種として、春と  

秋各々1ケ月間に接種を実施しています。生後3ケ月以上18ケ月までを標準接種期間とし  

て、41日をあけて2回接種します。90ケ月未満まで接種は可能ですが、体調の良いときに  

早めに済ませることをお勧めしています。  
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（世界の現状）   

WHOは、1988年4月に「ポリオ根絶計画」を発表しました。当時ポリオの常在国は1988  

年には125カ国でしたが、2009年7月現在には4カ国（アフガニスタン、インド、ナイジェ  

リア、パキスタン）に絞られています。   

しかし、南アジア、アフリカの一部では現在も常在国からの輸入例なども含めて、依然として  

（自然感染による）ポリオが発生しており、2009年の世界の患者数は、768名となっています。   

【患者数】2007年（平成19年）1，310名（常在国の4カ国で1，204名．、非常在国で106名）  

2008年（平成20年）1，651名（常在国の4カ国で1，505名、非常在国で146名）  

2009年（平成21年）  768名（常在国の4カ国で 566名、非常在国で202名）  

出典：日本細菌製剤協会発行『予防接種に関するQ＆A』など  
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平成22年3月15日  

新型インフルエンザ（A／HINl）対策に関する総括について  

1．目  的：今般発生した新型インフルエンザ（A／HINl）に関する対策の  

総括を行い、今後の新型インフルエンザ（A／HINl）の再流行  

及び鳥インフルエンザ（H5Nl）対策の見直しに活かす。  

2．総括の視点  （1）目標達成状況  

（2）対策の効果  

（3）諸外国との比較  

（4）施策の遂行上の課題  

（5）その他  

3．総括の進め方のイメージ   

○ 今回の新型インフルエンザ（A／HINl）対策の方針策定等に携わった専  

門家並びに「新型インフルエンザ対策行動計画」及び「新型インフル  

エンザ対策ガイドライン」の作成に携わった専門家を中心として、総  

括を中心的に担う本委員を選定。   

○ 本委員により、まず、今回の対策の経緯について事実関係を中心に整  

理するとともに、対策等に携わった専門家として見た今後の課題等を  

抽出。   

○ そのうえで、毎回テーマ（検疫、公衆衛生、広報、医療、ワクチンな  

ど）を設定し、各分野の専門家や有識者を参考委員として招き、意見  

交換を行う。   

○ こうしたいわば第三者による評価や提言等を含め、本委員により全体  

の総括を行い、取りまとめを行う。  

4．当面のスケジュール   

0 3月末までに本委員を選定し、設置後速やかに第1回委員会を開催。   

○ 以後、月2回程度開催し、6月頃までの取りまとめを目指す。   
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＜2010／11年＞  

＜WHO＞   
A／HINl（ソ連型）から  

A／HINl（新 型）に  

推奨株を変更  
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新型インフルエンザ（A／HINりを含めた「3価ワクチン」を製造  

※最終的には、各ワクチン製造販売業者が判断することとなる。  

※「1価（新型）ワクチン」希望者にl  

※「2価（季節性）ワクチン」の糾い。  

「3価ワクチン」を製造するメリット  

○季節性と新型が同時に接種でき、経済的・身体的負担が最小限度となる。   
←1価（新型）ワクチンと2価（季節性）ワクチンとを合計2回接種するより、3価を1回接種するほうが、負担が少ない。  

O「2価（季節性）ワクチン＋1価（新型）ワクチン」など、複数種類のワクチンを製造する場合と比べ、  
全体としてみた場合の生   




